
令和 4 年 9 月 21 日 

市 政 記 者 各 位 

福 祉 局 障 が い 企 画 課 

福岡市では、障がい者の工賃向上を図るため、福岡市障がい者工賃向上支援センター

を１０月１日に開設します。支援センターは企業と障がい者施設をつなぎ、業務開拓や、発

注・受注から納品管理まで責任をもって行います。企業から支援センター専用ダイヤルへ

ご連絡をいただきますと、直接職員がお伺いし、ご相談に応じます。障がい者の工賃を上げ

るための新たな取組みになりますので、広報・周知のご協力をお願いいたします。 

① 工賃向上にかかる相談

② 高単価の業務の獲得を目的とした企業への営業

③ 企業から発注された大口の業務を複数の障がい者施設に分割発注する調整

④ 市民向けの障がい者施設商品の PR・販売

【支援センター専用ダイヤル】 
  TEL：092-724-0611（月曜日～金曜日 9 時から 18 時まで） 

  また、支援センターが行う取組みの一つとして、障がい者施設で作られた雑貨やお菓子

を販売する「ときめきショップ」も同日、リニューアルオープンいたします。 

外観を障がい者が手がけたデザインに一新するとともに、障がい者施設のクッキーや、 

パウンドケーキなどの焼き菓子、ハンカチやカレンダーなどの雑貨など魅力的な商品を取り

揃えております。 

「ときめきショップ」について、下記のとおり記者向け内覧会を開催いたしますので、ぜひ

取材いただきますようお願いいたします。 

【問い合わせ先】 

福祉局障がい者部障がい企画課 

  西依（にしより）、小幡 

TEL 711-4247  FAX 711-4818 

＜支援センターの業務＞ 

１ 日 時  令和 4 年 9 月 29 日（木） 14 時半～ （14 時受付開始） 

2 場 所  中央区渡辺通二丁目６番１号 西鉄薬院駅ビル１F ※詳細は次ページ参照 

３ 取材いただける内容 

・ 「ときめきショップ」を含む、福岡市障がい者工賃向上支援センターの取組概要について、

市担当課及び支援センターから説明

・ ショップ外観や内観、障がい者施設の商品の撮影

４ その他 

※撮影および事務局による質疑応答等は【16 時まで】とさせていただきます。

※他のテナントに迷惑がかからないようご注意ください。

障がい者施設のワンストップ支援窓口ができます！ 

福岡市障がい者工賃向上支援センターを開設 



https://tokimekiweb.com 

（ ときめきウェブ で検索） 

 

＜外観イメージ＞ ＜概  要＞ ＜場  所＞ 

＜トップ画面イメージ＞ 

＜支援センターが行う市民向けの取組みについて＞ 

西鉄薬院駅ビル１F フロア図 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜支援センターが行う一体的な支援のイメージ＞ 

N 
 
○営業日 

 月曜日、水曜日から土曜日 

（火曜日、日曜日、祝日、 

年末年始は除く） 
 
○営業時間 

 10 時 30 分から 19 時まで 
 

○場所 

中央区 

渡辺通二丁目６番１号 

西鉄薬院駅ビル１Ｆ 
 
○問い合わせ先 

 TEL 092-733-8050 

 FAX 092-733-8051 

※イメージ画面です。 

 例えば･･･ 
・データ入力 
・プログラミング 
・ウェブデザイン 
・清掃、除草など 

 

○ときめきショップ 

○ＥＣサイト 

10/1～ 

 


